
山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

木 曜 日

第
一
号

　

令
和
元
年五

月
九
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結	

一

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

一

○
基
本
測
量
の
終
了	

一

○
公
共
測
量
の
終
了	

二

○
基
本
測
量
の
実
施	

二

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

二

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

二

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

　
　
　
　

そ　

の　

他

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
告
示	

四

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二	　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法　

基

本
費
用
の
額
並
び
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算

三	　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所　

田
中
佑
幸　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
飯

野
四
二
八
三
番
地
一

四	　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法　

監
査
の

結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
の
一
括
払
い
及
び
必
要
に
応
じ
て
行
う
前
金
払
い

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他
の

国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

　

㈠　

名
称　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
端
末
等

　

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

　

㈠　

名
称　

山
梨
県
総
務
部
情
報
政
策
課

　

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三	　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

　

㈠	　

名
称　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

　

㈡	　

住
所　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

五　

契
約
金
額　

四
千
七
百
六
十
四
万
三
千
五
百
五
十
二
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七	　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

同
一
の
物
品
等
に
つ
き
当
初
の
契
約
の
相
手
方
と
再
度
契

　

約
を
す
る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

　

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
）
。

◉　

基
本
測
量
の
終
了

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

二

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
機
動
観
測
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
及
び
南
都
留
郡
鳴
沢
村

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
終
了

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
富
士
川
砂
防
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
千
）
）

二　

測
量
の
地
域　

富
士
川
砂
防
事
務
所
管
内
釜
無
川
流
域

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日
ま
で

◉　

基
本
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
全
域

三　

測
量
の
期
間　

令
和
元
年
五
月
七
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

委
託
の
相
手
方　

上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地　

上
野
原
市

二　

委
託
に
係
る
使
用
料　

山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自
然
の
里
の
使
用
料

三　

委
託
の
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

◉　

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ

ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ

れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に

関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る

も
の
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

市　
　

川　
　
　
　
　

満　
　

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　

1　

調
達
を
す
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

㈠	　

名
称　

ハ
イ
ユ
ー
ス
サ
ー
バ
等

　
　

㈡	　

数
量　

一
式

　

2　

調
達
を
す
る
借
入
物
品
等
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

　

3　

借
入
期
間　

令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

　

4　

納
入
場
所　

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
指
定
す
る
場
所

二　

事
務
を
担
当
す
る
所
属　

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

三	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る
指
名

停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
は
、
参
加

資
格
の
な
い
者
と
み
な
す
。

　

1
	　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈠	　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　

㈡	　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の

　
　

㈢	　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
又
は
法
人
で
あ
っ

て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

　
　

㈣	　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な



山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

三

い
者

　
　

㈤	　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を

営
ん
で
い
な
い
者

　

2
	　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
さ

れ
て
い
る
者
（
こ
れ
ら
の
申
立
て
に
よ
り
更
正
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

　

3
	　

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
三
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号
）
の
一
に
定

め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

4
	　

こ
の
公
告
に
示
す
借
入
物
品
等
を
確
実
に
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
認
め

た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

5
	　

こ
の
公
告
に
示
す
借
入
物
品
等
に
係
る
修
繕
、
保
守
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
山
梨
県
教
育
委
員
会
教

育
長
の
求
め
に
応
じ
て
速
や
か
に
提
供
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査

　

1
	　

申
請
の
時
期　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
元
年
六
月
三
日
（
月
）
ま
で
（
山
梨
県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い

う
。）
を
除
く
。）

　

2　

受
付
時
間　

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

3　

申
請
書
の
提
出
方
法　

次
に
掲
げ
る
場
所
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

五　

入
札
手
続
等

　

1
	　

契
約
条
項
を
示
す
場
所　

四
3
に
掲
げ
る
場
所　

　

2
	　

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
元
年
五
月
三
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
日

（
県
の
休
日
を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
四

3
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
直
接
交
付
す
る
。

　

3
	　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
確
認　

入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

　

4　

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
二
時

　
　

㈡	　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁
防
災
新
館
三
階
教
育
委
員
会

室
Ｂ

　

5　

入
札
の
無
効　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

　
　

㈠　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
。

　
　

㈡　

こ
の
公
告
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

　
　

㈢	　

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
鑑
又
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
に
よ
っ
て
必
要
事
項
を
確
認
し
難

い
と
き
。

　
　

㈣	　

㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
掲
げ
る
入
札
条
件

に
違
反
し
た
と
き
。

　

6
	　

落
札
者
の
決
定
方
法　

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内

で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

六　

そ
の
他

　

1　

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　

㈠　

言
語　

日
本
語

　
　

㈡　

通
貨　

日
本
国
通
貨

　

2
	　

入
札
保
証
金　

入
札
保
証
金
は
、
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
が
指
定
の
期
日
ま
で
に
契
約

書
の
取
り
交
わ
し
を
し
な
い
と
き
は
、
落
札
の
決
定
を
取
り
消
す
も
の
と
し
、
規
則
第
百
二
十
条

の
規
定
に
よ
り
、
違
約
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　

3
	　

契
約
保
証
金　

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免

除
す
る
。

　

4　

違
約
金
の
有
無　

有

　

5　

前
払
金
の
有
無　

無

　

6 　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

7　

そ
の
他

　
　

㈠	　

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
三
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
契
約
を
締
結
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　
　

㈢　

問
合
せ
先　

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
（
電
話
〇
五
五
｜
二
二
三
｜
一
七
六
六
）

※			Sum
m
ary

　

1			N
ature	and	quantity	of	the	products		to	be	procured:	A

	Lease	Contract	For

　

		N
etw
ork	Servers	For	educational	U

se	1	set

　

2			D
ate	and	tim

e	for	tender:		2:00PM
	June	21,	2019

　

3			Bureau	in	charge:	H
igh	School	Education	D

ivision,		Y
am
anashi	Prefectural		

　

		Board	of		Education		1-6-1	M
arunouchi	K

ofu	Y
am
anashi	400-8504	Japan

					T
EL	055-223-1766



山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

四

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦　
　

　
　
　

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
旅
館
業
者
等
が
措
置
を
講
ず
べ
き
施
設
）

第�

三
条　

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す

る
。

　

一　

旅
館

　

二　

ホ
テ
ル

　

三　

ゴ
ル
フ
場

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

そ　

の　

他

山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
労
働
委
員
会

会　

長　
　

田　
　

中　
　

正　
　

志　
　

氏　

名

経　

歴

委　

嘱　

年　

月　

日

田
中
正
志

弁
護
士　

第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会

平
成
十
九
年
七
月
五
日

公
益
委
員　

第
三
十
八
・
三
十
九
・
四
十
期

山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理　

第
四
十

一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長

小
野
正
毅

弁
護
士　

第
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労

働
委
員
会
会
長
代
理

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日

赤
池
幸
江

特
定
社
会
保
険
労
務
士　

第
四
十
二
期
山
梨

県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

勝
俣
高
明

公
認
会
計
士　

第
三
十
八
・
三
十
九
・
四

十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員

会
公
益
委
員

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

藤
雅
代

山
梨
学
院
大
学
教
授　

第
四
十
一
・
四
十
二

期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日

萩
原
雄
二

連
合
山
梨
会
長　

第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
・
四
十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県

労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
十
九
年
七
月
五
日

窪
田
清

連
合
山
梨
事
務
局
長　

第
三
十
九
・
四
十
・

四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労

働
者
委
員

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

久
保
寺
成
典

Ｊ
Ｐ
労
働
組
合
山
梨
連
絡
協
議
会
議
長　

第

四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

藤
伊
人

Ｔ
Ｄ
Ｋ
労
働
組
合
甲
府
支
部
支
部
執
行
委
員

長　

第
四
十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県

労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

平
成
二
十
五
年
七
月
二
日

坪
井
茂

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働
組
合
東
京
総
支
部
山
梨
県
域
分

会
支
部
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日



山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

五

会
労
働
者
委
員

小
林
隆
二

山
梨
県
経
営
者
協
会
参
与　

第
三
十
九
・
四

十
・
四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員

会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

栗
山
直
樹

株
式
会
社
栗
山
商
店
代
表
取
締
役
社
長　

第

四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

田
中
一
利

有
限
会
社
フ
ァ
イ
ブ
ス
リ
ー
清
掃
顧
問　

第

四
十
一
・
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使

用
者
委
員

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

長
坂
正
彦

株
式
会
社
ワ
イ
・
シ
ー
・
シ
ー
代
表
取
締
役

社
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使

用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

古
屋
哲
彦

公
益
財
団
法
人
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
山

梨
事
務
所
所
長　

第
四
十
二
期
山
梨
県
労
働

委
員
会
使
用
者
委
員

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

上
野
直
樹

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日

佐
久
間
浩
之

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日

坂
村
裕
輔

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導

監

平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日

　



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
一
号　
　

令
和
元
年
五
月
九
日

六


